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第１章  総   則 

 

第１条  適   用 

 

１．この仕様書は，工事施工の適正を期するための仕様書であり，広島県土木工事共通仕様書基準，

農林土木工事共通仕様書（広島県農林水産局）に優先するものとする。 

２．工事施工にあたっては，契約図書及び，広島県土木工事共通仕様書，農林土木工事共通仕様書

（広島県農林水産局），農林土木工事施工管理基準（広島県農林水産局），建設工事執行規則に準

拠するほか，この特別仕様書に定めるものとする。 

 

第２条  協   議 

 

１．設計図面・契約書及び工事現場で不明なこと，計画設計内容等に変更が起きた場合は，直ちに

監督員と協議すること。 

２．工事の内容及び工法等について，関係者及び地元役員等から変更の申し入れがあった時は，必

ず監督員に報告し，協議決定してからでないと変更してはならない。 

 

第２章  材   料 

 

第１条  コンクリート 

 

１．生コンクリートは高炉セメントB種を使用するものとし，JIS指定工場で生産されたコンクリ

ートを原則とするがこれらによらない場合は，監督員の承認を得ること。 

 

  示方配合は次のとおりとする。 

用  途 
粗骨材の最大寸法 

（㎜） 

スランプ 

（㎝） 

設計基準強度 

N/㎜２ 

水セメント比 

W/C 

無筋構造物 40 8 18 60以下 

一般鉄筋構造物 20 8 21 55  〃 

 

 

 

 

 



 

 

第３章  工 事 施 工 

 

第１条  盛   土 

 

1．まき出し厚は，転圧回数の標準は次のとおりとし，最大乾燥密度のコア95％以上，ランダム95％

以上になるよう締め固めること。 

 

盛土の種類 使用機種 
まき出し厚 

（㎝） 

仕上り厚 

（㎝） 

転圧回数 

（回） 
備  考 

コ ア タイヤローラー 20 13 10  

ランダム 〃 30 22 8  

コ ア 振動ローラ 20 13 8  

ランダム 〃 30 22 4  

コ ア タンパ60～100kg 10 7 8  

ランダム 〃 20 14 4  

 

ただし，施工に先だって転圧回数等及び品質管理値は試験盛土を行い決定する。 

なお，本設計は計画土取場における土の標準的な数値であり，施工にあたっては土取場の土質

変わりごとに監督員と協議を行い，必要により土質試験等を実施して設計の変更及び施工計画を

変更するものとする。 

 

第２条  施工管理 

 

１．コア，ランダムの透水係数は下記のとおりとする。 

透水係数  コ ア   K=1×10-5 cm/s 

透水係数  ランダム  K=1×10-3 ～10-5 cm/s 

 

第３条  そ の 他 

 

１．建設工事に係わる暴力団による工事妨害について 

暴力団から工事妨害の被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告するとともに被害届けを速や

かに警察へ提出すること。 

警察から被害届け受理証明書が交付され，かつ，工程の調整を行ったにもかかわらず工期に遅

れが生ずるおそれがある場合は，建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）第21条の規定



 

 

による工期延長申請書に当該証明書を添付して提出すること。 

 

  



1.　　請負者は，施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに，監督員に提出するものとする。

　　　なお，様式については，監理技術者・主任技術者（下請けを含む）及び専門技術者の顔写真，氏名，生年月日，所属会社名を記載

　　　するものとする。

　

2.　　請負者は，工事現場内において，監理技術者，主任技術者，（下請けを含む）に工事名，工期，顔写真，所属会社名及び証明印の

　　　入った名札を着用するものとする。

3. 　上記各様式・書式については，別途協議するものとする。

4. 　法定外の労災保険の付保

　１）　本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

　２）　受注者は，建設工事請負契約約款第４７条に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又はこれに代わるものを速

　　　 やかに監督職員に提示しなければならない。
　３）　法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済
　　　　団，（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，
　　　  労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

5. 　請負代金額が3,500万円未満の工事については，災害復旧工事に係る緩和処置により，原則，評定の対象外とする。
　　　ただし，請負代金額が500万円以上の工事で，契約後速やかに，当該工事の評定を希望する旨を記載した工事打合せ簿を提出
　　　した場合は，評定の対象とする。
　　　なお，変更契約により3,500万円以上になった場合も，評定の対象としない。

6.　　週休２日制工事について
       本工事は週休２日制工事（受注者希望型）であり，「三次市週休２日制工事実施要領」に基づき実施すること。

特　　記　　仕　　様　　書


